
１ 

令和２年第３回高松市議会定例会提出予定議案 

 

１ 令和２年度高松市一般会計補正予算（第３号） 

  現行予算額   ２１０，２９７，８５３千円 

  補 正 額     ２，３５５，６５７千円 

  補 正 後   ２１２，６５３，５１０千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

Ｒ２．７．１から施行 

公布の日から施行 

２ 高松市手数料条例の一部改正について 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す 

る法律の一部改正に伴い、通知カードの再交付に係る手数料を廃止する等のため、改正するも 

の 

   通知カードの再交付に係る手数料を廃止するもの 

 所要の規定整備をするもの 

 

３ 高松市長等の給料その他給与支給条例の一部改正について 

 

新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大による市民生活 

や地域経済への影響及び本市の厳しい財政状況を踏まえ、令和２年７月から同年１２月までの

間における特例として、市長等の給料の月額について減額措置を講ずるため、改正するもの 

 給料の月額 

現  行        改 正 後 

市     長   １，１１０，０００円  →  ８８８，０００円 

副  市  長     ８９７，０００円  →  ８０８，０００円 

教  育  長     ７３１，０００円  →  ６７３，０００円 

常勤の監査委員     ４１３，０００円  →  ３８０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 

公布の日から施行 

① ケはＲ２．１０．１から施行 

② シ～チはＲ３．１．１から施行 

③ トはＲ３．１０．１から施行 

④ ツ・テはＲ４．４．１から施行 

 

４ 高松市市税条例等の一部改正について 

 

地方税法等の一部改正に伴い、地域決定型地方税 

 制特例措置の対象となる設備等の固定資産税の課税 

標準の特例措置に係る割合を見直すとともに、新型 

コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上 

の措置を講ずる等のため、改正するもの 

 高松市市税条例の一部改正 

ア 市民税において、単身児童扶養者に係る規定を削るもの 

イ 市民税において、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を３年延

長し、令和６年度までとするもの 

ウ 市民税において、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得

に係る課税の特例について、適用期限を３年延長し、令和５年度までとするもの 

エ 固定資産税において、調査を尽くしても固定資産の所有者の所在又は存在が不明であ

る資産について、使用者がいる場合には、市は、その使用者を所有者とみなすことがで

きることとするもの 

オ 固定資産税において、登記簿又は補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされて

いる個人が死亡している場合における現所有者に固定資産税の賦課徴収に必要な事項の

申告を義務付けるもの 

カ 固定資産税において、地方税法の一部改正により条例で定める割合の参酌する基準が

変更されたことに伴い、５，０００kw以上の特定水力発電設備について、固定資産税の

課税標準となるべき価格に乗じる割合を、３分の２から４分の３に改めるもの 

キ 固定資産税において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投

資を行う中小事業者等を支援する観点から、先端設備等の適用対象に一定の事業用家屋

及び構築物を加えるもの 

ク 新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、軽自動車税環境性能割を非課税とする特例

措置の適用期限を６月延長し、令和３年３月３１日までに取得したものを特例措置の対

象とするもの 

ケ 市たばこ税の課税標準について、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこ

の本数の算定については、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの０．７本に換算

することとするもの 

コ 市たばこ税における輸出免税等の適用については、輸出免税等の適用を受けようとす

る製造たばこに係るたばこ税額を申告書に記載し、かつ課税免除事由に該当することを

証するに足りる書類の保存をしているときに適用することとするもの 

サ 新型コロナウイルス感染症の影響により徴収の猶予の申請をした者であって、徴収の



４ 

猶予の申請書又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められたものは、２０日以内

にその訂正又は提出をしなければならないこととするもの 

シ 市民税の非課税措置について、寡夫を対象から除き、ひとり親を対象に加えるもの 

ス 市民税の所得控除について、寡夫控除を廃止し、ひとり親控除を加えるもの 

セ 市民税において、長期譲渡所得に係る課税の特例を受けることができる場合に低未利

用土地等を譲渡した場合を加えるもの 

ソ 市民税において、新型コロナウイルス感染症まん延防止のための政府の自粛要請を踏

まえ中止等とした一定の行事の事業者に対し入場者等がその入場料等の払戻しを請求し

なかった場合で、所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、市民の福祉の増進に寄

与するものとして条例で定めるものを個人市民税の税額控除の対象とするもの 

タ 所得税において新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅借入金等特別控除の

適用要件を弾力化する措置が講じられる場合には、個人市民税の住宅借入金等特別税額

控除の適用期限を１年延長し、令和１６年度までとするもの 

チ 租税特別措置法の延滞金等の特例規定の一部改正に伴い、延滞金について、所要の規

定整備をするもの 

ツ 法人税法において通算法人ごとに申告等を行うこととする連結納税が廃止されたこと

に伴い、市民税について所要の規定整備をするもの 

テ 通算法人について課税標準を法人税額とする個別帰属法人税額が廃止されたことに伴

い、市民税について所要の規定整備をするもの 

ト 市たばこ税の課税標準について、１本当たりの重量が１グラム未満の葉巻たばこの本

数の算定については、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの１本に換算すること

とするもの 

ナ 所要の規定整備をするもの 

ニ 引用条項の整備をするもの 

⑵ 高松市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正 

ア 非課税措置の対象者に、単身児童扶養者を追加する改正規定を削るもの 

イ 所要の経過措置を講ずる規定を削るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 

公布の日から施行 

公布の日から施行 

公布の日から起算して７月を超
えない範囲内において規則で定
める日から施行 

５ 高松市固定資産税不均一課税条例の一部改正について 

 

  固定資産税の不均一課税に伴う地方交付税の措置に係る認定事業者 

の範囲が見直されたことを受け、見直し後の認定事業者についてその特別償却設備等を固定資

産税の不均一課税の対象とする等のため、改正するもの 

  ⑴ 認定事業者が地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けるべき期間の終期

を２年延長し、令和４年３月３１日とするもの 

  ⑵ 引用条項の整備をするもの 

 

６ 高松市学校条例の一部改正について 

 

 高松市立山田幼稚園の移転に伴い、改正するもの 

   高松市立山田幼稚園の所在を変更するもの 

       現   行            改 正 後 

高松市川島本町１９１番地１０ → 高松市川島東町２５３番地４ 

 

７ 高松市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に 

伴い、改正するもの 

 非常勤消防団員及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額を改定するもの 

 民法の一部改正に伴い、傷害補償年金前払一時金等が支給された場合における障害補償

年金等の支給停止期間の算定に用いる利率を改定するもの 

 所要の規定整備をするもの 

 

８ 高松市の区域内に新たに生じた土地の確認について 

  香川県がふ頭用地及び緑地として造成した埋立地を確認するもの 

   埋立場所 

    高松市朝日新町１番３及び１番１０の地先公有水面 

   埋立面積 

    ６２，８９６．７２㎡ 

 

９ 町の区域の変更について 

  ８の埋立地を朝日新町に編入するもの 

 



６ 

10 財産の取得について 

  高規格救急自動車を購入するもの 

 契約の方法 一般競争入札 

   契 約 金 額 ３４，５４０，０００円 

   契約の相手方 日産プリンス香川販売株式会社高松南店 

 

11 財産の取得について 

  高度救命処置用資機材を購入するもの 

 契約の方法 一般競争入札 

   契 約 金 額 ３２，４５０，０００円 

   契約の相手方 尾路医科器械株式会社 

 

12 財産の取得について 

  サンポート高松公共施設用地を取得するもの 

   所 在 地 番 高松市サンポート５番 

   地 積 １２，７８７．１７㎡ 

 取得する財産の価格 ６，３４２，５０３，４８０円 

   相 手 方 高松市土地開発公社 

 

13 工事請負契約について 

  地域交流センター（仮称）・中部総合センター（仮称）等建設工事 

 契約の方法 一般競争入札 

   契 約 金 額 １，００９，８００，０００円 

   契約の相手方 合田・小竹特定建設工事共同企業体 

 

14 工事請負契約について 

  地域交流センター（仮称）・中部総合センター（仮称）等建設に伴う電気設備工事 

 契約の方法 一般競争入札 

   契 約 金 額 ２０４，９３０，０００円 

   契約の相手方 三和電業株式会社 

 

 

 

 

 



７ 

15 工事請負契約について 

  高松市屋島コミュニティセンター改築工事 

 契約の方法 一般競争入札 

   契 約 金 額 ３５０，９００，０００円 

   契約の相手方 株式会社日栄建設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８ 

（報告） 

１ 令和元年度高松市一般会計繰越明許費繰越計算書 

２ 令和元年度高松市食肉センター事業特別会計繰越明許費繰越計算書 

３ 令和元年度高松市競輪事業特別会計繰越明許費繰越計算書 

４ 令和元年度高松市卸売市場事業特別会計繰越明許費繰越計算書 

５ 令和元年度高松市駐車場事業特別会計繰越明許費繰越計算書 

６ 令和元年度高松市一般会計事故繰越し繰越計算書 

７ 令和元年度高松市病院事業会計予算繰越計算書 

８ 令和元年度高松市下水道事業会計予算繰越計算書 

 


